
　本書『改正育児・介護休業法の基本と実務早わかり』について、本
文中に誤りがございましたので、下記のとおり一部訂正させていただ
きます。
　ここに謹んでお詫び申し上げます。

○P.39
 図表 6 中の〈例 5〉

お詫びと訂正
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